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「第 3次会津若松市男女共同参画推進プラン」改訂版の策定方針 

 

１．計画改訂の趣旨 

 
平成 16 年に「会津若松市男女共同参画推進条例」を制定し、併せて、男女

共同参画推進の基本理念を明示した「第 3次会津若松市男女共同参画推進プラ

ン『チャレンジ２００８』」を策定し、各種施策を展開してまいりました。 

これまでの取組みにより、固定的な性別役割分担を見直そうとする市民意識

の高まりとともに庁内における男女共同参画の推進についても着実に進展し

つつあるものの、社会情勢も目まぐるしく変化しており、時代の変化に的確に

対応した施策展開が求められています。 

このため、プランの計画期間（平成 16 年度～平成 20 年度）の最終年度を迎

えるにあたり、これまでの進捗状況について検証を加えながら、現行計画の基

本理念、基本目標を継承しつつ、新たな課題や社会情勢の変化への対応も含め

て、改訂をするものです。 

 
 

２．計画の位置づけ 

 
計画は、「会津若松市男女共同参画推進条例」第９条に規定する「男女共同

参画推進計画」として位置づけるものです。 

また、第 6次会津若松市長期総合計画「新生会津 未来創造」の部門計画と

して、男女共同参画社会の形成を目指し、積極的に推進するものであり、具体

的施策については整合性を図るものです。 

 
 

３．計画の期間 

 
計画期間は、２００９（平成２１）年度から２０１３（平成２５）年度まで

の５年間とします。 
ただし、この間、国、県をはじめ社会情勢の変化等に適切に対応し、施策を

効果的に進めるため、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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４．計画の策定体制 

 
  
 ■ 男女共同参画行政連絡会議 
   男女共同参画社会づくりに向けて関係施策の円滑かつ効果的に展開を図

るため設置された行政連絡会議において、計画改訂に関する総合的・横断

的評価を行う。 
 
 ■ 男女共同参画ワーキンググループ 
   本計画に重点的に関連する担当課の男女共同参画推進員で構成し、現状

や課題の把握、具体的施策について協議・検討などを行う。 
 

 
 
 ■ （仮称）市民会議 
   実効性のある計画とするため、自主的活動を行う市民団体、企業などと

連携を図り、市民と協働し策定作業を行う。 
 
 
 
 
 
 ■ 会津若松市男女共同参画審議会 
   計画策定など男女共同参画推進に関する重要事項については、諮問機関

である当審議会の意見を聴取する。 
    
     
    
 
 
 
 
 
 

庁 内 体 制 

市民との協働 

条例に基づく機関 
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意識調査のまとめ 

５．計画の策定スケジュール 

   策定期間は、平成１９年度から２０年度までの二ヵ年とします。 

 

Ｈ１９ 

 ５月 

 

 ６月 

 

 

７月 

 

 

 

 

 

１０月 

 

 

 

１１月 

 

20 年 3 月    

 

 ４月 

  

 ８月 

 

９月 

 

 

１１月 

 

 

１２月 

 

策 定 方 針 の 説 明 

全職員意識調査の実施

市民意識調査の実施 

現行計画の総括 

男女共同参画ワーキン

ググループ立ち上げ 
（仮称） 
市民会議立ち上げ 

課 題 の 抽 出 

パブリックコメントの実施 

計画素案決定 

男女共同参画審議会へ諮問 ⇒ 答申 

計画原案決定 



 

 

 
庁  議 

 
男女共同参画行政連携会議 

 
男女共同参画ワーキンググループ 
（主たる担当課における男女共同参画推進

員で構成） 

 
事 務 局 

       （ 企 画 調 整 課 ） 

 
（仮称） 
市 民 会 議 
 
（市民団体、企業

等の男女で構成

する組織） 

庁内の策定体制市民との協働 

確認・決定 

実 作 業

中 間 検 討 

男女共同参画

審議会 

諮問

答申 

条例に基づく機関 

計 画 の 策 定 体 制 


